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≪令和７年度 品川区立伊藤学園 PTA 活動報告≫
 

※ 本部役員  

 
４月 １年生入学式 

歓迎会 

令和７年度部員募集 

第１回役員会 

第１回運営委員会 

定期総会 

各部全体会・第１回部会 

５月 委託事業説明会※書面開催 

運動会 

第１回校区教育協働委員会 

6月 － 

７月 第２回校区教育協働委員会 

８月 － 

９月 第１回地域健全育成運営協議会 

第３回校区教育協働委員会 

１０月 第２回役員会 

第２回運営委員会 

11月 中 P連専門部研修会 

第４回校区教育協働委員会 

大井第二地区清掃活動 

12月 第１４回もちつき会 

中学生の主張大会 

第５回校区教育協働委員会 

1月 第３回役員会 

第３回運営委員会 

２月 新入生保護者説明会（新１・新７年生）

第６回校区教育協働委員会 

３月 年度末総会※書面開催 

新旧執行部役員引き継ぎ 

委託事業報告会※書面開催 

９年生卒業式 

６年生前期課程修了式 

送別会 

 

※ PTA連合会  
 

小学校 PTA連合会 

会長会 

大井西ブロック会長会 

定期総会 

感謝状贈呈式 

幹部研修会 

しながわドリームフェスティバル 

区長・教育長との意見交換会 

新年教育懇談会 

 

 
中学校 PTA連合会 

      会長会 

定期総会 

感謝状贈呈式 

幹部研修会 

専門部研修会 

 区長・教育長との意見交換会 

新年教育懇談会 

活動発表大会 

臨時総会 
 品川連合地区委員会 

 中学生の主張大会 

 スポーツ交流事業 

 

※ 地 域  
 

 大井第二地区委員会 

定例会：毎月第二水曜日 

 定期総会・臨時総会 

 各種行事実行委員会 

 地域育成部会 

 地区委員研修会 

 地区事業：親子バスハイク 

地区事業：区民まつり 

地区事業：レッツトライ 

 地区事業：清掃活動 

 地区事業：施設見学会 

 地区事業：雪あそび 

 地区事業：地区文化祭 

  

町会・他 

東京防犯少年野球大会開会式 

 西大井一丁目町会もちつき 

    大井森下町会もちつき 

 

大井第三地区委員会 

定例会：毎月第三水曜日 

 定期総会・臨時総会 

 各種行事実行委員会 

 環境部会 

 地区委員研修会 

 地区事業：昔あそび 

 地区事業：日帰りキャンプ 

    地区事業：区民まつり 

 地区事業：野外映画会 

    地区事業：みかん狩り 

 地区事業：施設見学会 

 地区事業：わがまち探検 



部
月 学　年　部 イベント 事業部 広　報　部 Eco.部

4

第1回部会（部長・副部長決
め、引き継ぎ）
委託事業説明会（書面）出席

第1回部会（引継ぎ）
委託事業説明会（書面）出席
委託事業計画書作成

―

第1回部会（引き継ぎ）

5

運動会手伝い（受付） 運動会手伝い

編集・発行準備
（わかくさ職員紹介号）

運動会撮影（わかくさ５２号）

廃品回収業者と連絡
資源回収、標準服回収

6

学校公開受付 CAP講座開催

入稿・発行
（わかくさ職員紹介号）

資源回収、標準服回収

7 ―

「標準服ご提供のお願い」案内
の発行
資源回収、標準服回収

8 ―

資源回収、標準服回収

9

次期役員推薦書の配布

―

資源回収、標準服回収

10

学芸発表会受付
第1回役員選考委員会

学芸発表会撮影
（わかくさ５２号）

資源回収、標準服回収

11

第2回役員選考委員会

ボランティア清掃撮影
（わかくさ５２号）

資源回収、標準服回収

12

学校公開受付
もちつき会合同説明会
もちつき会当日作業

もちつき会手伝い もちつき会撮影
（わかくさ５２号）

編集
（わかくさ５２号）

資源回収、標準服回収

1

学校公開受付
第3回役員選考委員会

校正
（わかくさ５２号）

資源回収、標準服回収
「標準服リユース販売会開催
のお知らせ」発行

2

第4回役員選考委員会 委託事業報告（書面）

入稿・発行
（わかくさ５２号）

資源回収、標準服回収
第1回標準服リユース販売会
開催

3 ―

資源回収、標準服回収

4

定期総会活動報告(書面) 定期総会活動報告(書面)

定期総会活動報告(書面)

定期総会活動報告（書面）

※　広報部　第二地区情報誌　「スクランブル」、第三地区情報誌　「お〜い！」　編集へ部員派遣は令和７年度はありません。

◆　　令和7年度　各部年間活動報告　　◆

※　その他　学期毎に１回開催の運営委員会への参加(各部部長・副部長）、
　　　　　　　  学園内、外部研修会、講習会等への参加

〈2〉







役員会 １年生入学式　来賓受付誘導・参列

運営委員会 ９年生卒業式　来賓受付誘導・参列

定期総会・年度末総会 運動会　来賓受付誘導・パトロール

令和８年度部員募集 委託事業説明会

歓送迎会（４月・３月） 委託事業活動

大井第二地区事業（地域清掃） 委託事業報告会

役員選考委員会 中Ｐ連専門部研修会

新旧執行部役員引き継ぎ会 中Ｐ連活動発表大会

各部懇談会 中学生の主張大会

１年生入学式来賓参列 校区教育協働委員会

９年生卒業式来賓参列 新入生保護者説明会

６年生前期課程修了式参列 他校周年記念式典参列

＜小学校PTA連合会＞ ＜中学校PTA連合会＞

担当：会長 担当：会長

定例会議（会長会）参加 定例会議（会長会）参加

各部会・研修会・各種会議参加 各部会・研修会・各種会議参加

定期総会・次年度役員承認総会 定期総会・臨時総会

幹部研修会・新年教育懇談会 幹部研修会・新年教育懇談会

感謝状贈呈式 感謝状贈呈式

しながわドリームフェスティバル 専門部研修会

区長・教育長とPTA会長との意見交換会 活動発表大会

区長・教育長とPTA会長との意見交換会

＜大井第二地区委員会＞ ＜大井第三地区委員会＞

担当：会長＋執行部役員２名 担当：会長＋執行部役員２名

定例会（毎月第二水曜日）出席 定例会（毎月第三水曜日）出席

定期総会・臨時総会出席 定期総会・臨時総会出席

各種行事実行委員会 各種行事実行委員会

地域育成部会 環境部会

地区委員研修会 地区委員研修会

各種地区事業の企画運営 各種地区事業の企画運営

＜品川連合地区委員会＞ ＜町会・他＞

担当：会長・執行部役員 担当：会長・執行部役員

中学生の主張大会 地域清掃

各町会もちつき会

品川区立伊藤学園ＰＴＡ　令和８年度　ＰＴＡ活動計画

地区
委員会

本部役員

ＰＴＡ
連合会

他

＜会長出席（副会長代理出席）＞
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品川区立伊藤学園ＰＴＡ　令和８年度　各部活動計画（案）

学　年　部 役員推薦選考活動（推薦書作成、候補者交渉、役員選考委員会開催）

イベント事業部

学校行事手伝い（学校公開受付・学芸発表会受付・運動会受付）

小Ｐ連専門部研修会・中Ｐ連専門部研修会出席

委託事業説明会・報告会出席

委託事業実施（家庭教育学級）

小Ｐ連専門部研修会・中Ｐ連専門部研修会出席

広　報　部

学園広報誌「わかくさ」発行

小Ｐ連専門部研修会・中Ｐ連専門部研修会出席

Ｅｃｏ．部

運営委員会 年間３回運営委員会の開催

地域情報誌編集活動へ数名派遣（大井第二地区「スクランブル」・大井第三地区「お～い」）

資源（新聞、雑誌、段ボール、古紙）の回収

標準服回収・標準服リユース販売

ウェブベルマーク・テトラパック・インクカートリッジ回収、集計、発送
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令和８年度ＰＴＡ役員名 

会 長 ７年 秋廣 誠一 

副会長 

３年 酒井 綾 

３年 神田 朋泰 

副 校 長 井下 優一 

書 記 
９年・６年 鷹埜 友美 

教 員 伴麻 里絵 

会 計 

７年・５年 倉持 瑞恵 

７年 黒川 千絵 

４年 上野 悠 

監 査 

９年 秋廣 宏宣 

８年 野村 玲子 

８年 高橋 さおり 

教 員 吉野 修平 

 



品
川
区
立
伊
藤
学
園
Ｐ
Ｔ
Ａ
会
則 

 

第
１
章 
名 

称 

第
１
条 

本
会
は
、
品
川
区
立
伊
藤
学
園
Ｐ
Ｔ
Ａ
（
以
下
「
本
会
」
と

い
う
）
と
称
す
る
。 

 

第
２
章 

目 

的 

第
２
条 

本
会
は
学
校
と
保
護
者
が
一
体
と
な
っ
て
、
児
童
・
生
徒
の

健
や
か
な
成
長
と
会
員
の
教
養
な
ら
び
に
家
庭
教
育
、
社
会

教
育
の
向
上
を
図
り
、
伊
藤
学
園
（
以
下
「
本
学
園
」
と
い

う
）
の
教
育
発
展
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

 

第
３
章 

方 

針 

第
３
条 

本
会
は
次
の
諸
項
を
方
針
と
す
る
。 

１ 

本
会
は
教
育
を
本
旨
と
す
る
民
主
的
団
体
と
し
て
活
動
す
る
。 

２ 

本
会
は
非
営
利
的
・
非
宗
教
的
・
非
政
治
的
で
あ
る
。 

３ 

本
会
は
児
童
・
生
徒
の
健
や
か
な
成
長
の
た
め
に
活
動
す
る
他

の
社
会
的
諸
団
体
及
び
機
関
と
協
力
す
る
。 

４ 

本
会
は
本
学
園
の
管
理
運
営
や
人
事
に
干
渉
し
な
い
。 

 

第
４
章 

事 

業 

第
４
条 

本
会
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
次
の
事
業
を
行
う
。 

１ 

児
童
・
生
徒
の
社
会
生
活
指
導
に
関
す
る
こ
と
。 

２ 

文
化
教
養
を
高
め
る
こ
と
。 

３ 

保
健
衛
生
に
関
す
る
こ
と
。 

４ 

福
利
厚
生
に
関
す
る
こ
と
。 

５ 

会
員
相
互
の
理
解
向
上
、
親
睦
を
深
め
る
こ
と
。 

６ 

そ
の
他
、
本
会
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
必
要
な
事
業
。 

 

第
５
章 

会 

員 

第
５
条 

本
会
は
本
学
園
に
在
籍
す
る
児
童
・
生
徒
の
保
護
者
及
び
教

職
員
を
も
っ
て
会
員
と
し
、
組
織
す
る
。 

１ 

保
護
者
並
び
に
教
職
員
は
、
入
会
に
不
賛
同
す
る
権
利
を
有
す

る
。 

２ 

会
員
は
、
未
入
会
届
を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
、
退
会
の
意
思

を
表
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

第
６
章 

会 

計 

第
６
条 

会
計
年
度
は
毎
年
４
月
１
日
よ
り
始
ま
り
翌
年
３
月
31
日
に

終
わ
る
。 

第
７
条 

本
会
の
経
費
は
会
費
及
び
そ
の
他
の
収
入
を
こ
れ
に
あ
て

る
。 

第
８
条 

会
費
の
変
更
は
総
会
に
お
い
て
決
定
す
る
。 

第
９
条 

本
会
の
資
産
は
第
２
条
の
目
的
に
使
用
す
る
。 

 

第
７
章 

総 

会  

第
10
条 

本
会
の
総
会
は
通
常
総
会
と
臨
時
総
会
の
２
種
と
す
る
。 

１ 

通
常
総
会 

ア
．
年
度
始
め
と
年
度
末
の
２
回
開
く
。 

イ
．
年
度
始
め
の
総
会 

・
新
年
度
役
員
の
紹
介 

・
決
算
の
承
認
、
予
算
及
び
年
度
計
画
の
審
議
と
承
認 

ウ
．
年
度
末
の
総
会 

・
次
年
度
役
員
の
選
任
（
次
年
度
７
年
生
編
入
学
予
定
の
生
徒 

の
保
護
者
選
任
に
限
り
Ｐ
Ｔ
Ａ
会
員
と
み
な
す
。
） 

エ
．
会
則
の
改
正 

２ 

臨
時
総
会 

ア
．
会
長
が
必
要
と
判
断
し
た
場
合
、
又
は
、
会
員
の
４
分
の 

１
以
上
の
要
求
が
あ
っ
た
場
合
開
く
。 

イ
．
運
営
委
員
会
（
第
10
章
第
18
条
参
照
）
が
必
要
と
認
め
た 

場
合
開
く
。 

第
11
条 

１ 

総
会
の
成
立 

総
会
の
成
立
は
出
席
者
及
び
委
任
状
と
合
わ
せ
て
会
員
の
過

半
数
と
す
る
。 

２ 

総
会
の
決
議 

総
会
の
決
議
は
、
出
席
者
の
多
数
決
と
し
可
否
同
数
の
と
き

は
議
長
が
決
す
る
。 

 

第
８
章 

役
員
及
び
監
査 

第
12
条 

本
会
に
次
の
役
員
及
び
監
査
を
置
く
。 

１ 

会 

長 

１
名 

２ 

副
会
長 

３
名
以
上
（
内
副
校
長
１
名
） 

３ 

書 

記 

１
名
以
上
（
内
教
職
員
１
名
） 

４ 

会 

計 

１
名
以
上 

５ 

監 

査 

１
名
以
上
（
内
教
職
員
１
名
） 

役
員
会
は
必
要
に
応
じ
て
随
時
開
く
。 

本
会
に
会
長
代
行
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。
会
長
代
行
は
副
会
長
よ 

り
互
選
し
、
会
長
を
代
理
す
る
。 

第
13
条 

役
員
の
任
務
は
次
の
通
り
と
す
る
。 

１ 

会
長
は
会
を
代
表
し
、
会
務
を
統
括
す
る
。 

２ 

副
会
長
は
会
長
を
補
佐
し
、
会
長
に
事
故
あ
る
時
は
そ
の
職
務

を
代
行
す
る
。 

３ 

書
記
は
総
会
及
び
運
営
委
員
会
・
そ
の
他
の
諸
会
議
を
記
録

し
、
庶
務
事
項
を
処
理
す
る
。 

４ 

会
計
は
本
会
の
金
銭
の
出
納
事
務
を
処
理
し
、
監
査
を
経
て
総

会
に
お
い
て
決
算
の
報
告
を
す
る
。 

第
14
条 

監
査
の
任
務
は
次
の
通
り
と
す
る
。 

会
計
を
監
査
し
、
学
校
給
食
費
会
計
及
び
教
材
費
会
計
の
監
査
も
す

る 

第
15
条 

第
12
条
及
び
第
19
条
の
役
員
・
部
員
の
選
出
方
法
は
次
の
通

り
と
す
る
。 

１ 

役
員
・
部
員
は
会
員
の
中
よ
り
選
出
す
る
。 

２ 

役
員
、
監
査
の
選
任
は
、
学
年
部
に
よ
る
公
募
を
経
て
、
役
員

選
考
委
員
会
に
よ
っ
て
行
わ
れ
、
年
度
末
総
会
で
決
定
す
る
。

ま
た
役
員
の
任
期
は
１
年
と
し
、
再
任
を
妨
げ
な
い
。
補
欠
者

は
前
任
者
の
残
任
期
間
と
す
る
。 

 

第
９
章 

役
員
選
考
委
員
会 

第
16
条 

役
員
・
監
査
の
選
任
の
た
め
、
役
員
選
考
委
員
会
を
設
置
す

る
。
構
成
は
以
下
の
通
り
と
す
る
。 

１ 

役
員
か
ら
２
名
（
第
８
章
第
12
条
２
項
以
下
の
教
職
員
を
含
め

な
い
） 

２ 
学
年
部
各
学
年
か
ら
１
名
ず
つ
（
９
年
は
除
く
） 

３ 

教
職
員
か
ら
２
名 

第
17
条 

役
員
選
考
委
員
会
は
年
度
内
に
開
か
れ
、
役
員
候
補
者
の
同

意
を
得
て
年
度
末
総
会
ま
で
に
発
表
し
、
役
員
の
選
任
終
了

後
解
散
す
る
。 

１ 

互
選
に
よ
っ
て
委
員
長
を
選
出
す
る
。 

２ 

本
委
員
会
は
３
分
の
２
以
上
の
出
席
者
に
よ
っ
て
会
議
が
成
立

す
る
。
代
人
を
認
め
な
い
。 

 

第
10
章 

運
営
委
員
会 

第
18
条 

１ 

運
営
委
員
会
は
校
長
、
副
校
長
、
役
員
、
各
部
の
部
長
を
も
っ

て
構
成
す
る
。
原
則
と
し
て
本
会
会
長
が
招
集
す
る
。 

２ 

本
委
員
会
は
、
総
会
に
次
ぐ
議
決
機
関
で
あ
り
、
本
会
の
運
営

に
関
す
る
事
項
を
審
議
・
決
議
し
、
そ
の
具
体
的
な
執
行
に
あ

た
る
。 

 

第
11
章 

部 

会 

第
19
条 

本
会
の
事
業
を
遂
行
す
る
た
め
、
次
の
部
会
を
置
く
。 

各
部
会
は
必
要
に
応
じ
て
部
長
が
招
集
し
、
部
会
の
年
間
事
業
計
画

の
作
成
・
執
行
に
あ
た
る
。 

１ 

学

年

部 

会
員
・
児
童
・
生
徒
の
理
解
向
上
、
親
睦

に
関
す
る
事
項 

本
会
の
役
員
選
出
に
関
す
る
事
項 

２ 

イ
ベ
ン
ト
事
業
部 

会
員
の
研
修
な
ら
び
に
児
童
・
生
徒
の
厚

生
に
関
す
る
事
項 

３ 

広

報

部 

本
会
の
広
報
に
関
す
る
事
項 

４ 

Ｅ

ｃ

ｏ

．

部 

本
学
園
の
リ
ユ
ー
ス
、
リ
サ
イ
ク
ル
及
び

ベ
ル
マ
ー
ク
に
関
す
る
事
項 

 

第
12
章 

顧 

問 

第
20
条 

本
会
に
顧
問
を
置
く
。
顧
問
は
歴
代
の
会
長
・
校
長
よ
り 

会
長
が
委
託
す
る
。 

第
21
条 

顧
問
は
会
長
の
諮
問
に
応
じ
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き 

る
。 

 

第
13
章 

そ
の
他 

第
22
条 

本
会
会
長
は
運
営
委
員
会
の
協
議
を
経
て
、
本
会
則
の
施
行 

に
関
し
必
要
な
細
則
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 

１ 

細
則
で
定
め
る
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。 

・
Ｐ
Ｔ
Ａ
会
費 

・
各
部
の
定
数 

・
部
員
選
出
方
法 

 

附 

則 

本
会
則
は
、
平
成
19
年
４
月
１
日
よ
り
施
行
す
る
。 

本
会
則
は
、
平
成
20
年
４
月
１
日
よ
り
施
行
す
る
。 

本
会
則
は
、
平
成
21
年
４
月
１
日
よ
り
施
行
す
る
。 

本
会
則
は
、
平
成
27
年
４
月
１
日
よ
り
施
行
す
る
。 

本
会
則
は
、
平
成
28
年
４
月
１
日
よ
り
施
行
す
る
。 

本
会
則
は
、
平
成
29
年
４
月
16
日
よ
り
施
行
す
る
。 

本
会
則
は
、
令
和
７
年
４
月
1
日
よ
り
施
行
す
る
。 

本
会
則
は
、
令
和
８
年
４
月
1
日
よ
り
施
行
す
る
。 

        

〈 

細 

則 

〉 

Ⅰ 

第
６
章
第
７
条
の
会
費
は
、
１
家
庭
に
つ
き
年
額
１
千
８
百
円
と 

す
る
。 

１ 

会
費
の
収
納
及
び
督
促
、
ま
た
そ
れ
に
付
随
す
る
事
項
に
関
し

て
は
、
本
会
と
本
学
園
と
の
間
に
締
結
し
た
契
約
書
に
基
づ

き
、
本
学
園
に
委
任
す
る
。 

Ⅱ 

第
11
章
第
19
条
の
各
部
の
定
数
は
次
の
通
り
と
す
る
。 

１ 

部 

長 
 

１
名 

２ 

部 

員 
 

１
～
９
年 

学
年
毎
複
数
名 

Ⅲ 

第
11
章
第
19
条
の
部
員
の
選
出
等
は
次
の
方
法
に
よ
る
。 

１ 

部
長
は
各
部
で
互
選
す
る
。 

２ 

各
部
は
本
会
よ
り
選
出
す
る
。 

３ 

教
職
員
は
各
部
に
所
属
す
る
。 

 

本
細
則
は
平
成
19
年
４
月
１
日
よ
り
施
行
す
る
。 

本
細
則
は
平
成
20
年
４
月
１
日
よ
り
施
行
す
る
。 

本
細
則
は
平
成
27
年
４
月
１
日
よ
り
施
行
す
る
。 

本
細
則
は
平
成
28
年
４
月
１
日
よ
り
施
行
す
る
。 

本
細
則
は
平
成
29
年
４
月
16
日
よ
り
施
行
す
る
。 

本
細
則
は
平
成
30
年
４
月
１
日
よ
り
施
行
す
る
。 

本
細
則
は
令
和
７
年
４
月
１
日
よ
り
施
行
す
る
。 

 ―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

 

品
川
区
立
伊
藤
学
園
Ｐ
Ｔ
Ａ
特
別
基
金
使
用
規
定 

（
リ
ユ
ー
ス
お
よ
び
リ
サ
イ
ク
ル
積
立
金
） 

本
規
定
は
、
品
川
区
立
伊
藤
学
園
（
以
下
「
本
学
園
」
と
い
う
）
の
Ｐ 

Ｔ
Ａ
会
員
の
善
意
と
奉
仕
に
よ
り
集
め
ら
れ
た
、
Ｐ
Ｔ
Ａ
の
一
般
会
計 

に
属
さ
な
い
金
銭
の
使
用
基
準
に
つ
い
て
定
め
た
も
の
で
あ
る
。 

１ 

管
理
・
保
管 

・
本
基
金
は
、
Ｐ
Ｔ
Ａ
一
般
会
計
と
は
別
と
し
、
他
に
預
金
口
座
を

設
け
る
。
Ｐ
Ｔ
Ａ
会
計
が
管
理
・
保
管
し
、
出
納
を
司
る
。 

２ 

使
用
目
的 

・
本
基
金
は
、
本
学
園
の
児
童
・
生
徒
の
活
動
が
円
滑
に
運
営
さ
れ

る
た
め
の
経
費
の
補
助
と
す
る
。
必
要
に
応
じ
、
周
年
行
事
の
基

金
の
一
助
に
充
て
る
。 

 

平
成
20
年
４
月
１
日
改
定 

平
成
27
年
４
月
１
日
改
定 

平
成
29
年
４
月
16
日
改
定 

 ―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

 

品
川
区
立
伊
藤
学
園
Ｐ
Ｔ
Ａ
個
人
情
報
取
扱
規
定 

（
目
的
） 

 

第
１
条 

本
規
定
は
、
品
川
区
立
伊
藤
学
園
Ｐ
Ｔ
Ａ
（
以
下
「
本
会
」
と

い
う
。
）
が
取
得
ま
た
は
保
有
す
る
個
人
情
報
（
保
護
者
、
児
童
、

生
徒
、
教
職
員
お
よ
び
そ
の
他
本
会
に
関
わ
る
一
切
の
者
（
以
下

「
対
象
者
」
と
い
う
。
）
の
個
人
情
報
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の

適
正
な
取
扱
い
を
定
め
る
こ
と
に
よ
り
、
本
会
の
活
動
の
円
滑
な
運

営
を
図
る
と
と
も
に
、
当
該
個
人
情
報
に
関
す
る
対
象
者
の
権
利
お

よ
び
利
益
を
保
護
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

 

（
指
針
） 

 

第
２
条 

本
会
は
、
適
用
あ
る
個
人
情
報
保
護
に
関
す
る
法
令
お
よ
び
規

則
（
以
下
「
個
人
情
報
保
護
法
」
と
い
う
。
）
を
遵
守
し
、
当
該
個

人
情
報
保
護
法
お
よ
び
本
規
定
に
従
い
個
人
情
報
（
個
人
情
報
保
護

法
第
２
条
に
定
義
さ
れ
る
個
人
情
報
を
い
う
。
）
の
運
用
管
理
を
行

う
。
な
お
、
本
会
の
活
動
に
お
い
て
個
人
情
報
保
護
法
第
２
条
第
３

項
に
規
定
す
る
要
配
慮
個
人
情
報
は
取
り
扱
わ
な
い
も
の
と
す
る
。 

 

 

（
管
理
者
） 

第
３
条 

第
１
条
に
定
め
る
個
人
情
報
（
以
下
「
個
人
情
報
」
と
い

う
。
）
の
管
理
者
（
以
下
「
管
理
者
」
と
い
う
。
）
は
、
本
会
会
長

と
す
る
。
た
だ
し
、
本
会
会
長
は
、
取
り
扱
う
個
人
情
報
お
よ
び
業

務
内
容
に
応
じ
適
切
な
役
員
（
本
会
会
則
第
１
２
条
に
定
め
る
役
員

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
当
該
個
人
情
報
の
管
理
者
と
し
て
定
め

る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

前
項
に
定
め
る
管
理
者
は
、
個
人
情
報
の
取
り
扱
い
に
あ
た
っ
て

は
、
本
会
の
活
動
を
遂
行
す
る
た
め
に
必
要
な
範
囲
に
限
ら
れ
る
よ

う
配
慮
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
秘
密
保
持
義
務
） 

第
４
条 

管
理
者
は
、
個
人
情
報
を
み
だ
り
に
知
ら
せ
、
ま
た
は
不
当
な

目
的
に
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。
本
会
の
役
員
を
退
い
た
後
も
同
様

と
す
る
。 

 

 

（
利
用
目
的
の
特
定
） 

第
５
条 

本
会
は
、
個
人
情
報
を
取
り
扱
う
に
当
た
っ
て
は
、
そ
の
利
用

の
目
的
（
以
下
「
利
用
目
的
」
と
い
う
。
）
を
で
き
る
限
り
特
定
す

る
。 

   



（
利
用
目
的
に
よ
る
制
限
） 

第
６
条 

本
会
は
、
あ
ら
か
じ
め
対
象
者
の
同
意
を
得
な
い
で
、
前
条
に

定
め
る
利
用
目
的
の
達
成
に
必
要
な
範
囲
を
超
え
て
、
個
人
情
報
を

取
り
扱
っ
て
は
な
ら
な
い
。 

 

（
不
適
正
な
取
得
） 

第
７
条 

本
会
は
、
偽
り
そ
の
他
不
正
の
手
段
に
よ
り
個
人
情
報
を
取

得
し
て
は
な
ら
な
い
。 

 

（
不
適
正
な
利
用
の
禁
止
） 

第
８
条 

本
会
は
、
違
法
又
は
不
当
な
行
為
を
助
長
し
、
又
は
誘
発
す
る

お
そ
れ
が
あ
る
方
法
に
よ
り
個
人
情
報
を
利
用
し
て
は
な
ら
な
い
。 

 

（
利
用
目
的
の
通
知
等
） 

 

第
９
条 

本
会
で
は
個
人
情
報
を
次
の
各
号
に
定
め
る
目
的
の
た
め
に
利

用
す
る
。 

（
１
）
本
会
の
活
動
に
関
す
る
業
務
連
絡 

（
２
）
会
則
第
１
５
条
第
１
項
に
定
め
る
部
員
の
募
集
お
よ
び
決
定 

（
３
）
品
川
区
立
伊
藤
学
園
（
以
下
「
学
校
」
と
い
う
。
）
が
実
施
す

る
学
校
行
事
ま
た
は
本
会
が
主
催
す
る
行
事
に
関
わ
る
サ
ポ
ー
タ
ー

活
動
の
募
集
お
よ
び
決
定
。 

（
４
）
会
則
第
５
条
第
２
条
に
定
め
る
未
入
会
届
の
管
理 

（
５
）
会
則
第
１
９
条
第
３
項
に
定
め
る
広
報
部
が
作
成
す
る
広
報
誌

の
作
成
、
掲
載
お
よ
び
配
布 

（
５
）
対
象
者
か
ら
の
問
い
合
わ
せ
の
対
応 

（
６
）
会
則
第
１
５
条
に
定
め
る
役
員
お
よ
び
監
査
の
選
出 

（
７
）
そ
の
他
本
会
の
業
務
を
遂
行
す
る
た
め
に
必
要
と
管
理
者
が
決

定
し
た
事
項 

 

（
８
）
会
則
第
７
条
に
定
め
る
会
費
の
手
続
き 

２ 

本
会
が
、
前
項
以
外
の
目
的
で
対
象
者
か
ら
個
人
情
報
を
取
得
し

た
場
合
、
速
や
か
に
、
そ
の
利
用
目
的
を
当
該
対
象
者
に
通
知
ま
た

は
公
表
す
る
。 

３ 

本
会
が
、
対
象
者
よ
り
直
接
書
面
に
よ
り
個
人
情
報
を
取
得
す
る

場
合
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
対
象
者
に
利
用
目
的
を
明
示
す
る
。 

 

（
開
示
） 

第
10
条 

対
象
者
は
、
個
人
情
報
の
開
示
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

本
会
は
、
当
該
開
示
を
求
め
ら
れ
た
場
合
は
、
本
人
（
代
理
人
を

含
む
）
確
認
お
よ
び
利
用
目
的
の
確
認
を
実
施
し
た
う
え
で
、
た
だ

し
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
、
本
会
は
そ
の
全
部

ま
た
は
一
部
を
開
示
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
。 

（
１
）
対
象
者
又
は
第
三
者
の
生
命
、
身
体
、
財
産
そ
の
他
の
権
利
利

益
を
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合 

（
２
）
本
会
の
業
務
の
適
正
な
実
施
に
著
し
い
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ

が
あ
る
場
合 

（
３
）
法
令
に
違
反
す
る
こ
と
と
な
る
場
合 

３ 

本
会
は
、
第
１
項
に
定
め
る
請
求
に
係
る
個
人
情
報
の
全
部
も
し

く
は
一
部
を
開
示
し
な
い
旨
の
決
定
を
し
た
と
き
、
ま
た
は
当
該
個

人
情
報
が
存
在
し
な
い
と
き
は
対
象
者
に
遅
滞
な
く
通
知
す
る
も
の

と
す
る
。 

 

（
訂
正
等
） 

 

第
11
条 

対
象
者
は
、
本
会
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
内
容
が
事
実
で
な

い
こ
と
を
理
由
に
当
該
個
人
情
報
の
全
部
ま
た
は
一
部
に
つ
い
て
本

会
に
対
し
て
訂
正
、
追
加
ま
た
は
削
除
（
以
下
「
訂
正
等
」
と
い

う
。
）
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

本
会
は
、
訂
正
等
を
求
め
ら
れ
た
場
合
、
必
要
な
調
査
を
行
い
、

そ
の
結
果
に
基
づ
き
、
本
人
（
代
理
人
を
含
む
）
確
認
を
実
施
し
た

う
え
で
、
遅
滞
な
く
こ
れ
に
応
じ
る
こ
と
と
す
る
。 

３ 

本
会
は
、
前
項
の
訂
正
等
を
行
っ
た
と
き
、
ま
た
は
訂
正
等
を
行

わ
な
い
旨
の
決
定
を
し
た
と
き
は
本
人
に
遅
滞
な
く
通
知
す
る
も
の

と
す
る
。 

 

 

（
利
用
の
停
止
等
） 

 

第
12
条 

対
象
者
は
、
本
会
の
保
有
す
る
個
人
情
報
に
つ
い
て
、
本
規
定

に
違
反
し
て
取
り
扱
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
理
由
に
当
該
個
人
情
報
の

利
用
の
停
止
、
第
三
者
提
供
の
停
止
、
ま
た
は
消
去
（
以
下
「
利
用

の
停
止
等
」
と
い
う
。
）
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

本
会
は
、
前
項
の
定
め
に
よ
る
請
求
を
受
け
た
場
合
で
あ
っ
て
、

そ
の
請
求
に
理
由
が
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
と
き
は
、
本
人
（
代
理

人
を
含
む
）
確
認
を
実
施
し
た
う
え
で
、
違
反
を
是
正
す
る
た
め
に

必
要
な
限
度
で
、
遅
滞
な
く
、
こ
れ
に
応
じ
る
こ
と
と
す
る
。
た
だ

し
、
個
人
情
報
の
利
用
の
停
止
等
に
多
額
の
費
用
を
要
す
る
場
合
ま

た
は
利
用
停
止
等
を
行
う
こ
と
が
困
難
な
場
合
で
あ
っ
て
、
対
象
者

の
権
利
お
よ
び
利
益
を
保
護
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
と
る
場
合

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

３ 

本
会
は
、
前
項
に
定
め
る
措
置
を
行
っ
た
と
き
、
ま
た
は
行
わ
な

い
旨
の
決
定
を
し
た
と
き
は
対
象
者
に
遅
滞
な
く
通
知
す
る
も
の
と

す
る
。 
 

  

（
正
確
性
の
確
保
） 

 

第
13
条 

個
人
情
報
は
、
管
理
者
が
保
管
す
る
も
の
と
し
、
適
正
に
管
理

す
る
。 

２ 

あ
る
年
度
に
お
い
て
取
得
し
た
個
人
情
報
は
、
当
該
年
度
の
末
日

ま
た
は
当
該
個
人
情
報
が
不
要
と
な
っ
た
日
の
い
ず
れ
か
早
い
日
に

廃
棄
を
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
本
会
の
活
動
に
関
す
る
引
継

ぎ
ま
た
は
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
翌
年
度
に
お
い
て
利
用
す
る
こ
と

が
必
要
な
個
人
情
報
は
、
管
理
者
の
承
諾
を
得
て
翌
年
度
に
お
い
て

必
要
な
限
度
に
お
い
て
引
き
続
き
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

３ 

前
項
に
定
め
る
利
用
に
よ
り
個
人
情
報
が
不
要
と
な
っ
た
場
合
、

管
理
者
に
よ
っ
て
廃
棄
を
行
う
も
の
と
す
る
。 

 

 

（
安
全
管
理
措
置
） 

第
14
条 

管
理
者
は
、
個
人
情
報
の
漏
え
い
、
滅
失
ま
た
は
毀
損
を
防
止

す
る
た
め
必
要
な
措
置
を
講
じ
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
外
部
へ
の
持
出
等
の
制
限
） 

 

第
15
条 

個
人
情
報
が
記
録
さ
れ
て
い
る
媒
体
の
役
員
以
外
の
者
へ
の
送

信
も
し
く
は
送
付
ま
た
は
記
録
媒
体
の
持
ち
出
し
を
行
わ
な
い
も
の

と
す
る
。
た
だ
し
、
管
理
者
が
必
要
と
判
断
し
た
場
合
に
は
、
適
切

な
対
応
を
し
た
う
え
で
こ
れ
を
行
う
こ
と 

が
で
き
る
。 

 

（
第
三
者
提
供
の
制
限
） 

 

第
16
条 
本
会
は
、
個
人
情
報
保
護
法
に
定
め
る
場
合
を
除
き
、
個
人
情

報
を
対
象
者
以
外
に
提
供
す
る
こ
と
を
禁
止
す
る
。 

 

（
漏
え
い
等
の
対
応
） 

第
17
条 

管
理
者
は
、
個
人
情
報
を
漏
え
い
、
紛
失
ま
た
は
毀
損
し
た
お

そ
れ
が
あ
る
こ
と
（
以
下
「
漏
え
い
等
」
と
い
う
。
）
を
把
握
し
た

場
合
、
直
ち
に
本
会
会
長
に
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

本
会
会
長
は
、
そ
の
取
り
扱
う
個
人
情
報
の
漏
え
い
等
に
よ
り
当

該
個
人
情
報
に
関
す
る
対
象
者
の
権
利
お
よ
び
利
益
を
害
す
る
お
そ

れ
が
生
じ
た
と
き
は
、
当
該
事
態
が
生
じ
た
旨
を
学
校
に
報
告
し
、

対
象
者
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

附
則 

本
規
定
は
、
令
和
７
年
５
月
１
日
よ
り
施
行
す
る
。 

 


